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府内建設業者の合併等に関する特例要領

（趣旨）
第1条 この要綱は、各企業において、その経営力及び施工力を強化するための選択肢
を増やすことを目的として、府内建設業者が合併等を行う場合において、建設工事指
名競争入札参加資格審査における特例に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ
による。
(1) 合併 会社法（平成17年法律第86号）に基づく合併をいう。
(2) 分割 会社法に基づく分割をいう。
(3) 営業の譲渡 会社法に基づく営業の譲渡をいう。
(4) 主たる営業所 建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項に規定する営業

所のうち主たるものをいう。
(5) 指名競争入札参加資格者 建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格な

らびにその資格審査の申請の時期および方法等を定めた告示（昭和40年京都府告示
第75号）に基づき資格審査を受け、その結果、指名競争入札参加者の資格を有する
とされた者をいう。

(6) 府内業者 主たる営業所を府内に有する指名競争入札参加資格者をいう。
(7) 合併等当事会社等 合併前の関係会社等をいう。

(特例の対象者）
第 3条 府内業者で、引き続き10年以上建設業法第３条の規定による許可を受けてお
り、かつ、引き続き５年以上京都府の建設工事指名競争入札参加資格を有するものの
うち、次の各号のいずれかに該当する者は、指名競争入札参加資格審査の特例の適用
を申請することができる。
(1) 指名競争入札参加資格者である２人以上の個人が法人を設立した場合における新

設法人（以下「新設法人」という。）
(2) 指名競争入札参加資格者の合併により、その一方が存続した場合における存続会

社又は指名競争入札参加資格者の合併により、新たに会社が設立された場合におけ
る新設会社（以下「合併会社」と総称する。）

(3) 指名競争入札参加資格者が他の指名競争入札参加資格者から建設業に係る営業の
全部を譲り受け、その営業を譲渡した指名競争入札参加資格者(以下「営業譲渡
者」という。）が建設業に係る営業の全部を廃止した場合における、その営業を譲
り受けた指名競争入札参加資格者（以下「営業譲受者」という。）

（特例措置）
第4条 新設法人、合併会社及び営業譲受者の指名競争入札参加資格審査における特例
措置は、次のとおりとする。
(1) 第６条の規定により特例措置の適用を認定された日（以下「認定日」という。）

から起算して２年を経過した日が属する年度までは、法人の設立、合併又は営業譲
渡（以下「合併等」という。）後に算出された客観点（総合評定値Ｐ）（建設業法
第27条の29第１項に規定する総合評定値をいう。以下同じ。）に100分の5を乗じて
算出した数値を主観点として加算調整を行う。

(2) ４年度目（認定日から起算して３年を経過した日が属する年度をいう。）は、客
観点（総合評定値Ｐ）に100分の3を乗じて算出した数値を主観点として加算調整を
行う。

(3) ５年度目（認定日から起算して４年を経過した日が属する年度をいう。）は、客
観点（総合評定値Ｐ）に100分の2を乗じて算出した数値を主観点として加算調整を
行う。

(4) 第１号から前号までに定めるところにより算出した数値に小数点以下の端数があ
るときは、これを四捨五入する。

(5) 申請した時点の業種のみを特例措置の対象とする。
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（申請期限等）
第5条 前条の規定の適用を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、別記第
１号様式に別表に定める合併等に必要な申請書類等を添付の上、合併等後６月以内
に、所管する土木事務所に提出するものとする。

（認定及び結果の通知等）
第6条 前条の規定による申請があり、その内容が適当である場合は、第４条の特例措
置の適用を認定することとする。この場合においては、指名競争入札参加資格に係る
再審査を行い、新たな資格認定を別記第２号様式により申請者に通知するものとす
る。

（継続申請）
第7条 ２年度目（認定日から起算して１年が経過した日が属する年度をいう。）以降
について、第４条の規定の適用を引き続き受けようとする者は、建設工事の指名競争
入札に参加する者に必要な資格ならびにその資格審査の申請の時期および方法等を定
めた告示に基づく２会計年度ごとの資格審査の申請に併せて、別記第３号様式により
継続の申請をするものとする。

（合併等後の施工実績等）
第8条 合併等後の施工実績等の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 一般競争入札における入札公告で定める施工実績については、合併等企業にあっ
ては､合併等当事会社等の施工実績を含めることができる。

(2) 入札公告に規定されている経営事項審査に係る審査要件については、合併後の経
営事項審査結果を適用するものとする。

（認定の取消し）
第 9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、第６条の認定を取り消すことができ
る。
(1) 合併等後に建設業の一部を譲渡し、又は建設業の一部を分社化したとき。
(2) 特例措置の申請に当たり、虚偽の内容にて不正に申請したとき。

2 前項の規定による取消しをした場合は、別記第４号様式により申請者に通知するも
のとする。

附 則
この要領は、平成16年５月７日 から施行する。

附 則
この要領は、平成19年７月11日 から施行する。
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別記
第１号様式（第５条関係）

合併等による特例措置適用申請書

年 月 日

京都府知事 様
新設法人

所 在 地
商号及び名称
代 表 者

合併会社
所 在 地
商号及び名称
代 表 者

営業譲渡者及び営業譲受者
所 在 地
商号及び名称
代 表 者

府内建設業者の合併等に関する特例要領第３条の規定により次のとおり申請します。
なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約し

ます。

申 請 理 由 １ ２以上の個人が法人を設立
２ 会社法による合併
３ 会社法による営業の譲渡

新設法人、合 入札参加資格
併会社、営業 を有する業種
譲受者

１ 新設法人の設立により建設業を廃業する個人
２ 吸収合併により消滅する会社
３ 新設合併により消滅する会社
４ 営業の譲渡により建設業に係る営業を全部廃止する会社又は

個人

合併等消滅会 所 在 地
社等の状況

商号及び名称

代 表 者

入札参加資格
を有する業種

承継する業種

注１ 新設法人の設立の場合は、建設業を廃業する２以上の個人が、営業の譲渡の場合
は営業譲渡者及び営業譲受者が連名で申請してください。

２ 「申請理由」の欄については、該当する番号を○で囲んでください。
３ 「合併等消滅会社等の状況」の欄については、合併消滅会社等で該当する番号を

○で囲み、合併により廃業する個人、消滅する会社及び営業の譲渡により建設業に
係る営業を全部廃止する会社の所在地等を記入してください。なお、２業者以上の
場合は､別紙に記載してください。
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第２号様式（第６号関係）

合併等による特例措置適用に伴う
指名競争入札参加資格認定通知書

番 号
年 月 日

所 在 地
商号及び名称
代 表 者

印京都府知事

年 月 日付けで申請の内容については、適当であると認定し、併せて指
名競争入札参加資格に係る再審査をした結果、次のとおり資格があると認定しましたの
で、通知します。

なお、申請前に有する指名競争入札参加資格等については、認定日以降は無効となり
ます。

１ 資格の内容

承 継 業 種 客 観 点 主 観 点 総 合 点 等 級

２ この資格の有効期限
平成 年 月 日
ただし、本通知書の属する会計年度の10月末日までに、その前年の４月１日の直後

の営業年度終了の日を審査基準日とする経営事項審査の結果通知を受けた者について
は、本通知書の属する会計年度の翌会計年度の資格審査の結果を通知した日までとす
る。

３ その他
次回の指名競争入札参加資格審査申請（定期受付）時においては、別記第３号様式

による合併等による特例措置適用（継続）申請書を提出すること。
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第３号様式(第７条関係）

合併等による特例措置適用（継続）申請書

年 月 日

京都府知事 様

所 在 地
商号及び名称
代 表 者

年度の京都府建設工事指名競争入札参加資格審査においても、下記の業種につ
いて、府内建設業者の合併等に関する特例措置適用の継続を希望しますので、府内建設
業者の合併等に関する特例要領第７条の規定により申請します。

記

認 定 日 平成 年 月 日

業 種 等 級 業 種 等 級

認 定 内 容

添付書類：合併による特例措置適用に伴う指名競争入札参加資格認定通知書（別記第
２号様式）の写し
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第４号様式（第９条関係）

合併等による特例措置取消に伴う
指名競争入札参加資格認定取消通知書

番 号
年 月 日

所 在 地
商号及び名称
代 表 者

京都府知事 印

年 月 日付けで合併等に伴う特例措置の適用を認定しましたが、府内
建設業者の合併等に関する特例要領第９条の規定により、認定を取り消し、併せて、認
定取消後の指名競争入札参加資格について通知します。

１ 取消理由

２ 取り消した資格の内容

業 種 客 観 点 主 観 点 総 合 点 等 級

３ 認定取消後の資格の内容

業 種 客 観 点 主 観 点 総 合 点 等 級


